
第７回 北広島市外部評価委員会 会議録 

日時：平成１９年１０月１８日（木） 

午前９時 30 分～１１時１０分 

会場：役所本庁舎（２階）会議室  

 

    ■出席委員：麻生敏子・天羽 浩・澤井將美・平山成信・村川 亘 

■事務局：市川部長・木下課長・佐藤課長・工藤主査・中屋主査・奥山主任・中畑主査 

 

 

１ 開会  

委員長の司会進行により開会。 

 

２ 委員長あいさつ  

    本日から新たに補助金等評価に入りますが、まずは、事務事業のヒアリング結果の

まとめからですので、よろしくお願いします。 

 

３ 議事 

（１）事務事業ヒアリング結果のまとめ ９：30～ 

   資料１「外部評価（素案）⑤」を確認し、承認。 

   

 

（２）補助金等の評価について ９：3５～ 

    事務局より、「今後のスケジュールについて」を資料２（補助金等に係る今後のスケ

ジュールについて）から、また、「補助金等の見直しの経緯」について、資料３（改革

プラン（案）概要）から説明。 

    さらに、「補助金等の見直しの具体的内容」について、資料４（補助金・交付金改革

プラン（案）から説明。 

 

  （C 委員）改革プラン（案）の 3 ページにある２の（２）現行の補助金等の見直しで、

平成１８年度をもって一旦終期とし、新たに平成１９年度から３年間の終期を設定

するとあるが、どういうことか。 

  （事務局）分類１を例にとると、平成１８年度に終期設定し、平成１９～２１年度の３

か年の中で２０年度に見直しを行うということである。 

  （委員長）外部評価は１９年度からだが、補助金の終期設定は既にスタートしていると

いうことの理解かと思う。 

  （B 委員）既存補助金の分類１～３の仕分けはもうされているということか。 

  （事務局）確定はしていないが、原案として古いものから順番にとか、担当部署のバラ

ツキに考慮することなどが考えられる。 

  （B 委員）補助金の細かい内容を理解していないなか、この分類について、委員会とし

てどう関わっていくのか。 

  （事務局）今後、既存補助金を評価していくうえで分類の仕分けも必要となってくるこ

とから、事務局から次回提案をさせていただく中で、その内容を論議いただくこと

としたい。 

  （A 委員）補助金等一覧によると、交付金の区分で補助金という名称となっていたり、

その逆のものもあるがどうしてか。また、この分類は確定したものか。 

  （事務局）交付金や補助金ができてから相当年数が経過したものもあり、実際に内容と

  



合わないものもある。一覧は今回事務局で分類した結果だが、明確に区分しづらい

内容のものもある。 

  （委員長）分類に当たっての国・道の統一基準によるのか、それとも市独自か。 

  （事務局）市独自の整理である。 

  （事務局）補助金等はその時代によって変わるものであり、最初の仕分けが難しいもの

と考える。 

  （B 委員）補助金・交付金のすべてを外部評価するのか。 

  （事務局）債務負担行為や国・道の制度に基づくもの以外は、基本的に評価いただこう

と考えている。 

  （委員長）市民提案型の補助金とあるが、今までもそのような補助金があったのでは。 

  （事務局）各団体からの要望を受け、過去に補助金としたものがあるが、今後、正式に

公募型補助金として市民から募集を行っていこうというものである。 

  （B 委員）既存の補助金について、市民提案型と行政主導型の仕分けはできているのか。 

  （事務局）生涯学習系の補助金で市民提案型が多いようであるが、正式な仕分けはして

おらず、公募型補助金の創設に向けては、既存の補助金との整理が必要と考えてい

る。 

  （事務局）古くからの補助金については、その創設経緯を含め明確でないものもあり、

仕分けが難しいものもある。そのような状況で、今までなかった統一基準を明確に

していこうという今回の取り組みを理解いただきたい。 

  （B 委員）今後、外部評価していくうえで、交付金は行政主体、補助金は市民提案型と

いった整理ができれば、理解しやすいと思う。 

  （委員長）補助金・交付金について、すべて条例などで規定しているのか。 

  （事務局）担当部署で条例や要綱・要領などに規定しているが、それらを作っていない

ものもあり、今後、要綱・要領などを作るよう補助基準の中で明確にしていきたい。 

  （委員長）地域の要望を受けた議員が議会で市に新たな補助金を要望する場合、公募型

補助金の一種と考えられるが、補助基準で縛ってしまうこととならないか。 

  （事務局）基準については、従来４分の３や３分の２とバラバラの補助率を２分の１以

下にするだとか、３年の終期設定を行い一定の評価により見直しを行うということ

であり、また、補助金の創設や見直しに当たっては、評価委員会で一定の評価をい

ただき方向性を決定する流れをつくるということである。 

  （A 委員）補助率だが、補助金は２分の１以内で、交付金は定額または所要額としたい

ということで、交付金から補助金に区分される事業について影響が大きいのでは。 

  （事務局）補助金等一覧にあるように、「定額補助」が大半を占めており、補助率換算で

は２分の１を下回っており、それほど影響は大きくないと思われる。 

   

 

    事務局より、資料５（補助金等交付基準（案））・資料６（補助金等評価実施要領（案））

について説明。 

 

 

  （B 委員）毎年、補助金・交付金は何本程度あるのか。 

  （事務局）来年度からの新規補助は６本程度、既存補助は１１０本となっている。 

  （B 委員）既存のもので、ここ数年で見直しや廃止したものはあるか。 

  （事務局）１７年度から見直しを実施しており、運営費補助から事業費補助への移行、

市からそれぞれの団体への事務局の移管のほか、補助金を廃止したものもある。 

  （B 委員）行政側の働きかけで止めた補助金もあるか。 

  



  （事務局）時代の流れにそぐわないものや一定の役目を終えたと考えられる補助金など

について、市として団体に働きかけるなどして廃止したものがある。 

  （委員長）事務局が市にあるものはどの程度か。 

  （事務局）２０件程度。 

  （A 委員）資料７について、若干、説明を。 

  （事務局）（資料７（補助金等一覧）について説明） 

 

 

（３）その他 1１：０0～1１：1０ 

次回等会議の日程調整 

●第８回 ～ １１月１２日（月） ９：３０～ 市役所本庁舎 ２階 会議室 

●第９回 ～ １２月２０日（木）１３：３０～ 市役所本庁舎 ２階 会議室 

 

４ 閉 会 （1１：１0） 

＊傍聴人：０人 

 

  


